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１ 国の動きについて 

  国では、令和５年度にスタートした部活動改革に関する「改革推進期間」（令和５年度～

令和７年度）を終えるにあたり、令和７年５月に出された「地域スポーツ・文化芸術創造と

部活動改革に関する実行会議」の最終とりまとめを受け、令和８年度から令和 13 年度まで

の６年間を新たに「改革実行期間」と位置付け、部活動の地域展開等の全国的な実施を推

進しています。 

  そこで、急激な少子化が進む中でも、将来にわたる生徒のスポーツ・文化芸術活動の機

会の確保・充実等を図るため、「改革実行期間」における部活動改革及び地域クラブ活動の

推進等に関して、国としての基本的な考え方や具体的な取組方針等を示すため、令和７年

12 月に「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」（以下、

「ガイドライン」という。）が作成されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ガイドラインには、①「改革実行期間」（前期：令和８年度から令和 10 年度、後期：令和

11 年度～令和 13 年度）の設定、②「地域移行」から「地域展開」への転換に加えて、新た

に、③地域クラブ活動に関する認定制度の構築が示されました。 

  部活動の地域展開により実施される「地域クラブ活動」の具体的な実施形態や活動内容

等は多様な形があり得るものの、学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させつ

つ、部活動改革の理念やスポーツ・文化芸術の役割や意義を踏まえ、競技力向上を主目的

としたチーム・スクール等との区別や質の担保等のため、国が示す要件に基づき、市区町

村等が地域クラブ活動の認定を行う仕組みを構築するよう求められています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」(R7.12)から抜粋 

「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」(R7.12)から抜粋 
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２ 加東市地域クラブ活動認定状況について 

加東市では、子どもたちが安全安心な環境でスポーツ・文化芸術活動を継続して行える

ように、国に先駆けて認定制度を構築しました。子どもたちの活動を支援する団体を下記

のとおり募集したところ、本市における部活動地域展開の趣旨を理解いただいた方々か

ら、部活動にない競技等を含め20団体（運動12、文化８）の申請がありました。 

[第１次募集]令和７年10月28日～令和７年11月22日 

   [第２次募集]令和７年12月２日～令和８年１月20日 

申請があった団体を認定審査委員会（市教育委員会事務局で設置）で審査した結果、全

て「加東市地域クラブ活動」団体として認定しました。 

 

 

 

【認定団体Ｋ】運動８、文化３ 

 
競技名 対象 

活動拠点 

(予定) 

活動開始 

予定時期 
備考 

1 サッカー 男女 市内中学校 R8.8 平日：部活動、休日：地域クラブ 

2 サッカー 男 市内グラウンド R8.4 スポーツクラブ 21から 

3 フットサル 男女 スカイピア R8.4 スポーツクラブ 21から 

4 柔道 男女 社武道館ほか R8.4 スポーツ少年団から 

5 バドミントン 男女 東条学園 R8.4 平日：部活動、休日：地域クラブ 

6 バスケットボール 女 社学園 R8.8 平日：部活動、休日：地域クラブ 

7 バスケットボール 男女 市内体育館 R8.4 新設 

8 和太鼓 男女 さんあいセンター R8.4 加東市文化連盟から 

9 演劇 男女 社公民館 R8.4 新設 

10 吹奏楽 男女 社学園 R8.秋頃 平日：部活動、休日：地域クラブ 

11 バレーボール 男女 滝野中 R8.4 新設 

【認定団体Ｔ】運動４、文化５ 

 
競技名 対象 

活動拠点 

(予定) 

活動開始 

予定時期 
備考 

1 バスケットボール 女 市内学校 R8.4 スポーツ少年団から 

2 パワーリフティング 男女 雷神ファクトリー R8.4 パワーリフティング協会から 

3 バドミントン 男女 東条学園ほか R8.4 スポーツクラブ 21から 

4 絵画 男女 雷神ファクトリー R8.4 雷神ファクトリー 

5 陸上 男女 市内グラウンド R8.4 スポーツクラブ 21から 

6 篠笛 男女 さんあいセンター R8.4 北播磨伝統芸能委員会 

7 よさこい 男女 さんあいセンターほか R8.4 公民館サークル 

8 民踊・舞踊 男女 さんあいセンターほか R8.4 公民館サークル 
9 フラエクササイズ 男女 さんあいセンターほか R8.4 公民館サークル 

認定団体Ｋ【向上型】中学生を中心とした活動 

認定団体Ｔ【交流型】多世代が参加する中に中学生も参加して交流する活動 

認定活動Ｃ【参加型】様々な体験活動を通してレクリエーションを目的とする活動 
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３ 今年度と今後の取組について 

（１）令和７年度の取組 

① 加東市部活動あり方検討委員会について 

    今後の部活動地域展開の在り方について協議を行う「加東市部活動あり方検討委員

会」（令和５年度設置）をこれまで計 11回開催しました。今年度は、具体的な制度設計

やスケジュールについて協議し、今後の地域クラブ活動を運営していくにあたって必

要な方針等の整備や地域展開スケジュールの見直しを図りました。 

② 体制整備と制度設計 

   ア 「加東市部活動地域展開推進計画」の策定 

     「兵庫県部活動地域移行推進計画」をもと

に、令和７年 11 月に「加東市部活動地域展

開推進計画」を策定し、本市が目指す方向性

を示しました。 

   イ 「加東市地域クラブ活動運営方針」の策定 

     地域クラブの運営上の実務的な手引きと 

して、「加東市地域クラブ活動運営方針」を 

策定しました。 

   ウ 「加東市地域クラブ活動に関する認定要項」に基づいた認定制度 

中学生等が安全安心のもと、継続的にスポーツ・文化芸術活動等に親しむ環境の充

実を図るとともに、中学生等の居場所づくりや健全育成、また、生涯スポーツ・生涯

学習社会の実現に向け、活動を希望する団体を認定し支援するための「加東市地域ク

ラブ活動に関する認定要項」を作成しました。 

    エ  指導者資格取得にかかる費用補助 

         生徒や保護者が安全安心のもと、スポーツ・文化芸術活動等を行う体制を整える 

ため、地域クラブで指導する者に対して、指導者資格の取得に要する経費について 

補助金を交付するため、「加東市地域クラブ活動指導者資格取得補助金交付要綱」を

作成し、支援体制を整えました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者

日本スポーツ協会各加盟団体の指導者資格 日本スポーツ協会各加盟団体が公認する指導者資格
スポーツ指導者基礎資格 スポーツコーチングリーダー

スタートコーチ
コーチ１
コーチ２
コーチ３

競技別指導者資格 コーチ４

対象経費 指導者資格取得にかかる講習会等の受講料、資料代、資格登録料、有資格の更新料等

 加東市地域クラブ活動において、指導者または指導予定者で、次の①〜③に掲げる事項を満たす者。
  ①新規資格取得者（初めて指導資格、ライセンス等の取得を目指す者）
  ②有資格指導者（更なる上級資格、ライセンス等の取得を目指す者）
  ③資格取得及び有資格の更新をしたことを証することができる者

公益財団法人
日本スポーツ協会 競技別指導者資格

公益財団法人
日本パラスポーツ協会

初級パラスポーツ指導員
中級パラスポーツ指導員
上級パラスポーツ指導員

その他スポーツに関する公益法人などが公認する指導者資格

対象資格

対象資格別一覧 

地域展開スケジュール 
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③ 部活動地域展開の理解促進 

   ア 加東市部活動改革シンポジウムの開催 

     令和７年 10月 26 日(日)に、市民を対象に「加東市部活動改革シンポジウム」を開

催しました。当日は２部構成で行い、第１部では「『青少年の文化・スポーツ環境はこ

う変わる！』～部活動の地域展開を踏まえて～」と題して、兵庫教育大学大学院の森

田啓之教授から講演をいただきました。また、行政説明として本市のこれまでの取組

や今後の地域展開スケジュール等について、説明しました。 

     第２部では、地域クラブ活動団体の設立に 

興味のある方を対象に説明会を行い、立ち上 

げに必要なことについて説明しました。 

     第１部で 64名、第２部では 40 名の参加が 

あり、参加者から申請手順や施設の利用等に 

ついて質問がありました。 

 

 イ 関係団体や教職員等への説明 

     地域でのスポーツ・文化芸術活動の各関係団体の総会等で、部活動地域展開の趣旨

や今後のスケジュールについて説明しました。また、全教職員を対象とした「夏季研

修会」や各中学校において、部活動地域展開のスケジュールや今後の動きについて説

明しました。 

     加えて、令和 10 年度に中３となる現６年生に向けて、各中学校の入学説明会等に

おいて、部活動地域展開の趣旨や今後のスケジュール等について説明し、理解促進を

図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 部活動指導員の配置について 

    本市では令和２年度に部活動指導員を２人配置し、毎年度、下記のとおり指導員の

増員を図り、令和７年度は、25 人を配置しました。現在、その内 12 人が休日・平日と

もに指導を行っていただいています。令和８年度も 25 人の確保を目指し、令和 10 年

度総体まで充実した指導体制を図ります。 

部活動指導員配置人数(R8.3.1現在) 

令和２年度 ２人 令和３年度 ５人 令和４年度 ８人 

令和５年度 １２人 令和６年度 １８人 令和７年度 ２５人 

 

 

中２ 中３
中2

小６ 中1 中２ 中３
中１ 中２ 中３

部活動終了

小４ 小５ 小６ 中１
小５ 小６ 中１

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

地域クラブ現学年

シンポジウムの様子【第１部講演】 

学年別進行表 
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（２）今後の取組 

① 「部活動の地域展開等推進事業」（国庫補助事業）を活用した支援 

当面の間は、国の補助事業である「部活動の地域展開等推進事業」（令和７年度まで

「地域スポーツクラブ活動体制整備事業」（国庫委託事業））を活用し、活動を支援しま

す。あわせて、学校管理下で実施する部活動も並行する期間があるため、引き続き、「中

学校部活動指導員配置事業」（国庫補助事業）を活用し、部活動指導員の配置に努めま

す。 

② 指導者の質の向上 

  子どもたちの無限の可能性を最大限引き出せるように指導者は常に自己研鑽を積ま

なければなりません。また、昨今の気象変動による熱中症対策、ハラスメントの防止、

運営のガバナンスなど、適切な運営を行うために指導者の質の向上は必須です。これ

らへの対応のため、国や県、関係団体の研修受講を促進するとともに、市においても研

修の機会を設け、指導者の質の向上を図ります。 

③ 子どもたちが参加しやすい環境づくり 

部活動を継続する令和 10 年度総体までは、入部した生徒が充実した活動ができるよ

う支援することが大切であると同時に、地域クラブ活動へ参加しやすい環境を整えて

いくことが重要であると考えています。例えば、地域クラブ活動は各中学校区を越え

た参加が可能なため、定期テスト等の実施期間や部活動の実施スケジュールを調整す

るなど、子どもたちが地域クラブ活動に参加しやすい環境づくりを目指します。 

④ 継続的な理解促進 

  地域クラブ活動の理念を共有し、地域全体で子どもを育てる環境づくりのため、様々

な機会を通じて、部活動地域展開の理解促進を図ります。今年度と同様に、市民を対象

としたシンポジウムの開催や各関係団体等への説明も継続的に実施します。 

⑤ 相談窓口の明確化 

    今後は地域クラブ活動団体の設立、申請の手続き、団体紹介、地域クラブの運営、

活動への指導、活動参加に係る相談・手続きなど、幅広い相談や調整が想定されます。

このため、当面の間は、市教育委員会が事務局となり、地域クラブ活動が円滑に進む

よう努めます。 

 

改革実行期間中における地域クラブ活動の運営については、活動時間帯や活動場所、地域

展開が完了するまでの部活動との兼ね合いなど、学校や地域と連携した円滑な運営が求めら

れます。また、公費に頼らない新たな財源確保や経済的困窮世帯への支援、地域クラブ活動

の環境整備等、持続可能な運営について、今年度から活動する地域クラブの活動状況を参考

に、成果と課題を整理しながら進めていく必要があります。 

そのためには、教育委員会だけではなく様々な部署や関係者の連携が必要であり、今後も

国や県の動向に注視しながら、改革の理念等を広く共有し、学校部活動の地域展開を丁寧に

進めていきます。 

 


